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EUの輸入はいまだに大規模な森林破壊
と生息地の転換（土地転換）を引き起
こす大きな要因

国際的な貿易による
熱帯林破壊と2017
年の各国のマイナス
貢献度
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EUのコモディ
ティ輸入に毎
年埋め込まれ
る熱帯林破壊
(2005-2017)

1. 大豆

2. パーム油

3. 肉牛

4. 木材

5. カカオ

6. コーヒー 大豆 パーム油 肉牛 木材（植林木）カカオ コーヒー 菜種 天然ゴム メイズ 砂糖 その他

（トウモロコシ）



EU森林破壊フリー製品のための法律（EU森林破壊法）
合意までのプロセス

欧州委員会から提出された法
案に対する ポジションの策定

欧州議会から提出された法案
に対する（EU加盟国の）ポジ
ション策定

3者協議：法律の最終案を決定するため、理事会と欧州議会の交渉を
欧州委員会が進行する

欧州委員会

法案提出

欧州議会 欧州連合理事会



EU森林破壊防止法に向けた政策のタイムライン

2021年11月

欧州委員会から法案提出

2022年6月

EU加盟国が新法へのポジションに合意

2022年9月

EU議会が新法に関するポジションに合意

2022年12月

新法について合意される見通し

TRILOGUE



EU森林破壊防止法を強化するためのWWFの8つの要求

製品やコモディティは原産国で
「合法」なだけでなくサステナブル
であるべき

森林やその他の重要な生態系（草地、
サバンナ、湿地、マングローブ）の保
全も含めること

森林を含む自然生態系の土地転換や
森林劣化に関わる製品とコモディ
ティを網羅すること

人権侵害がないこと

法律で使用される用語とコンセプトの
明確な定義

ビジネスと金融セクターがデューデリを行い、
トレーサビリティとサプライチェーンの透明性

を確認するために義務づける項目

EU加盟国での運用と執行の徹底

生産国やEU以外の消費国の協力の強化と

追加的・補完的な対策



新たな法律の項目 その１

• EU域内の市場に持ちこまれるコモディティ/製品は合法かつ森林破壊・森林劣化フリーである
こと （＆その他の自然生態系の破壊がないこと）

• 対象となる製品：大豆、パーム油、木材/紙、肉牛、カカオ、コーヒー (天然ゴムとメイズ)
• EU木材規制は新法に取り入れられる見込み
• カットオフデートは≒ 2020 の見込み.

• 対象製品をEU域内に出荷する事業者（オペレーター）と一定規模以上の流通業者はデューデリ
ジェンス（DD）を実施する必要がある。また輸出製品にもDDが課される。

• 製品がEU域内市場(およびオンラインのプラットフォーム含む)に出回る前のリスクアセスメントとリ
スク緩和措置

• オペレーターは「デューデリジェンス・ステートメント」を記入し、EUのデータベースに格納される
• 認証システムは企業がリスクをアセスメントし緩和するために活用できるが、オペレーターがDDを

行う責任を肩代わりさせることは不可（優先レーン “green lane” はない）
• トレーサビリティ確認は、コモディティや製品が伐採・収穫された場所（位置情報含む）まで

• 各国の法律と国際的な人権とのリンク



新たな法律の項目 その２

• 明確な施行措置が提案されている。具体的には、数値（％）ベースの確認と売上高に応じた
罰金が提案されている。段階措置として没収などの措置が議論されている

• 用語の定義についても議論中。森林破壊（deforestation）,森林劣化（forest degradation）
,その他の林地（other wooded land）, 人権（human rights） etc. 

• 草地などその他の自然生態系も対象とするよう、法律の見直しが予測されている (おそらく１
-２年後）が、サバンナは既にその他の林地（other wooded land)の範疇として現在の法案
に含まれているという見方もある

• EUは、生産国やEU以外の国との協力を強化していく。企業は小規模農家に関する課題にも目
を向けるべき (支援)％



トレーサビリティを確立した企業の例



EU木材規制（EUTR）の統合

新しい要素
EUTRに
既にある
要素

●強力なDD
●透明性＆トレーサビリ
ティ

●幅広い対象製品のスコー
プ

●罰則を伴う確認など、効
果的な実施

• 合法性
• オペレーターのDD
• トレーサビリティ

の要件
• EUTR の対象木材

製品

森林破壊がない
森林劣化がない
EU市場に入る前の
DD
流通業者によるDD
位置情報までのト
レーサビリティ (森
林以外の自然生態
系)
(新たな木質製品)
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